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公 告

「災害時における河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する協定」について

標記について、協定締結に参加希望される方は下記により申請してください。

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ 日

国土交通省関東地方整備局

下 館 河 川 事 務 所 長

里村 真吾

記

１．協定の目的

下館河川事務所の管理する河川施設等において発生した災害の応急復旧について、これに

必要な資機材、労力等の確保及び動員の方法を定め、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧

に資することを目的とする。

２．協定の内容

（１） 協定書（案） 別冊のとおり

（２） 協定区間 別紙－１下館河川事務所直轄管理区間

３．申請書類

（１） 申請書 様式－１

（２） 調査票 様式２－１、２－２

（３） 保有先位置図 （５万分の１程度の縮尺）

（４） 会社（本社又は本店）から最寄りの直轄区間までの地図 （５万分の１程度の縮尺）

※調査票は平成３０年２月２２日現在で作成する。

４．申請者の条件

関東地方整備局における一般競争参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件

すべて満足する者とする。

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）第７０条及び
第７１条の規定に該当しない者であること。

（２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）平成２９・３０年度一般競争（指名競争）入札

参加資格業者のうち「一般土木Ｃ等級以上又は維持修繕工事」に認定されている者である

こと（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長（以下「局長」という。）

が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けているこ

と。）。

（３） 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。

（４） 資料の提出期限の日から協定締結までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契

約に係わる指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けてないこと。
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（５） 協定締結を希望する下館河川事務所各出張所管理区域から直線距離で５０ km 以内
にある以下の市町村に建設業法に基づく本社又は本店を有すること。

また、希望以外の出張所管理区域について協定締結の意志を確認する場合がある。

その場合は５０ km以内を問わない。

①．氏家出張所

（栃木県）

宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原

市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子

町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須

町、那珂川町

（茨城県）

水戸市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常陸太田市、笠間市、つくば

市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、城里町、大子町、八千代町

②．石井出張所

（栃木県）

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川

町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢

町、那須町、那珂川町

（茨城県）

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、笠

間市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かす

みがうら市、桜川市、小美玉市、茨城町、城里町、大子町、八千代町、五霞

町、境町

③．伊讃出張所

(茨城県)

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間

市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東

市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美

玉市、茨城町、城里町、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町

(栃木県)

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、

矢板市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝

町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那珂川町

④．鎌庭出張所

（茨城県）

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、

笠間市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、

稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美

玉市、茨城町、城里町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、

利根町

（栃木県）

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、下野市、上三

川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町
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⑤．真岡出張所

（栃木県）

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川

町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢

町、那珂川町

（茨城県）

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太

田市、笠間市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、筑西

市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美

玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、八千代

町、五霞町、境町

⑥．黒子出張所

（茨城県）

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、

笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、

那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾

田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、美浦村、阿

見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

（栃木県）

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、さく

ら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬

生町、野木町、高根沢町

⑦．水海道出張所

（茨城県）

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、

笠間市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、

稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美

玉市、茨城町、城里町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境

町、利根町

（栃木県）

栃木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、壬生

町、野木町

⑧．藤代出張所

（茨城県）

土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、

取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、

稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい

市、小美玉市、茨城町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境

町、利根町

（栃木県）

真岡市、野木町

（６） 緊急時に建設機械（バックホウ、ブルドーザ、タンプトラック）が、おのおの１台以上手配

（リースを含む）できない場合は欠格とする。

（７） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）発注工事で、一般土木工事、維持修繕工事に
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おける平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの工事成績評定点の平均点が２

年連続で６０点未満でないこと。

（８） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。

（９） 対策訓練又は講習会を開催する場合は参加できること。

(10) 災害協定に基づき施工業者等と請負契約を取り交わす時点において、施工業者等が
法定外労働災害補償制度に加入していること。また、当該法定外労働災害補償制度は、

元請・下請を問わず補償できる保険であること。

なお、法定外労働災害補償制度には工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間

の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方法とがあり請

負契約の条件となる保険は、いずれかの方式であっても差し支えない。

ただし、管内事務所が施工業者等と災害協定を締結する時点において、施工業者等

が法定外労働災害補償制度に加入していることはを条件としない。

５．評価項目

申請者の条件に欠落がある場合は審査の対象外とする。下記における評価項目についてそ

れぞれ評価を行い、各々評価点を算出し上位のものから選定する。なお、評価項目毎における

評価点の最高点の合計を１００点とする。

評価項目 評価基準 評価点

災害時の体制

災害復旧のためのバックホウ ４台以上 注） １０

(0.45m3以上)の確保について 貴社保有機械 ２～ 3.5台 注） ８

0.5～ 1.5台 注） ６

（貴社保有機械有りの場合、リース機械は １５ｋｍ以下 ※ ４

評価しません） リース機械 ３０ｋｍ以下 ※ ２

３０ｋｍ超え ※ ０

注）ただし、バックホウ(0.45m3 未満)の保 手配出来ない 欠格

有機械は、１台に対して０．５台として評価 ※ ４．申請者の条件（５）に該当する本社及び本

する。 店からの距離 （直線距離）

災害復旧のためのブルドーザ ４台以上 注） １０

(3t以上)の確保について 貴社保有機械 ２～ 3.5台 注） ８

0.5～ 1.5台 注） ６

（貴社保有機械有りの場合、リース機械は １５ｋｍ以下 ※ ４

評価しません） リース機械 ３０ｋｍ以下 ※ ２

３０ｋｍ超え ※ ０

注）ただし、ブルドーザ(3t 未満)の保有機械 手配出来ない 欠格

は、１台に対して０．５台として評価する。 ※ ４．申請者の条件（５）に該当する本社及び本

店からの距離 （直線距離）

災害復旧のためのダンプトラック ７台以上 注） １０

(2t車以上)の確保について 貴社保有機械 ３～ 6.5台 注） ８

0.5～ 2.5台 注） ６

（貴社保有機械有りの場合、リース機械は １５ｋｍ以下 ※ ４

評価しません） リース機械 ３０ｋｍ以下 ※ ２

３０ｋｍ超え ※ ０
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注）ただし、ダンプトラック(2t 車未満)の保 手配出来ない 欠格

有機械は、１台に対して０．５台として評価 ※ ４．申請者の条件（５）に該当する本社及び本

する。 店からの距離 （直線距離）

災害復旧のための移動式クレーン(4.9t 吊 貴社保有機械 ２台以上 注） １０

以上）の確保について 0.5～ 1.5台 注） ８

１５ｋｍ以下 ※ ６

（貴社保有機械有りの場合、リース機械は リース機械 ３０ｋｍ以下 ※ ４

評価しません） ３０ｋｍ超え ※ ２

手配出来ない ０

注）ただし、移動式クレーン(4.9t吊未満)の ４．申請者の条件（５）に該当する本社及び本

保有機械は、１台に対して０．５台として評 店からの距離 （直線距離）

価する。

※保有先等を５万分の１程度の地図に記入し別途添付すること。

評価項目 評価基準 評価点

災害時の体制

災害復旧のための資材備蓄について ４項目 １０

３項目 ８

（下館河川事務所各出張所管理区域から ２項目 ５

直線距離で５０ km 以内にある市町村内） １項目 ３

公告文参照 ０項目 ０

注）評価項目

※保有先等を５万分の１程度の地図に記 ○土砂５００ｍ３以上、

入し別途添付すること。 ○砕石・栗石２００ｍ３以上、

○大型土嚢袋（容量１ｍ３）１００袋以上

○敷鉄板（厚さ２２ｍｍ、１．５ｍ×６ｍ）

１００ 枚以上を評価する。

評価項目 評価基準 評価点

人員の体制

災害復旧のための技術者の確保につい （自社）技術者２０人以上 ５

て。なお、技術者の資格は次のどれかの資 （自社）技術者１０人～１９．５人 ３

格を有する者とします。 （自社）技術者０．５人～９．５人 ０

・１級土木施工管理技士 （自社）技術者０人 欠格

・２級土木施工管理技士 注）ただし、２級土木施工管理技士、２

・１級建設機械施工技士 級建設機械施工技士は、１人に対して

・２級建設機械施工技士 ０．５人として評価する。

・技術士（建設部門、農業土木、森林土

木、総合技術監理部門のいずれか）の

資格を有する者

災害復旧のための作業員の確保について 作業員２０人以上 ５

作業員１０人～１９．５人 ３

※協力会社については、その証明ができる 作業員０．５人～９．５人 ０

書面等を別途添付すること。 作業員０人 欠格

注）協力会社の作業員は、自社の作業

員１人に対して０．５人として評価する。
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評価項目 評価基準 評価点

協定締結状況

平成１９年度以降、下館河川（工事）事務 あり ５

所との災害協定の締結状況 なし ０

申請時における他事務所、県及び市町村 ０～１ 件 ５

との協定締結状況 ２～３ 件 ３

※協定書・契約書等の写しを別途添付する ４ 件以上 ０

こと。

評価項目 評価基準 評価点

工事の実績

平成１４年度以降、下館河川（工事）事務 １０件以上 ５

所発注における工事で元請けとしての施工 ５～９件 ３

実績 １～４件 ０

０件 欠格

平成１４年度以降、下館河川（工事）事務 ２件以上 ５

所発注における維持修繕工事（除草を含 １件 ３

む）で元請けとしての施工実績 ０件 ０

平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日 欠格

までの工事成績評定点の平均点が２年連

続で６０点未満。

優良工事表彰の有無

過去２年間の優良工事表彰の有無。関東 局長表彰あり ２

地方整備局(港湾空港関係を除く)発注工 事務所長表彰あり １

事における平成２８年度又は平成２９年度 表彰なし ０

に受けた優良工事表彰の有無を記載す

る。

優良工事表彰がある場合には、工事名、

CORINS 登録番号、発注機関、(事務所名
等)、工期、表彰内容(局長表彰、事務所長

表彰)を記載する。

※表彰が確認できる表彰状の写しなどを

別途添付すること。

難工事施工実績

「難工事指定」対象工事の施工実績。「関 実績あり １

東地方整備局（港湾空港関係を除く。）発 実績なし ０

注工事において「難工事指定」された工事

のうち、平成２８年１月１日以降に完成した

施工実績の有無」

※公告文（「難工事指定」の試行対象工事

である部分）の写しを提出すること。

※工事成績評定点の合計が７０点以上の

工事について評価するので、工事成績評

定通知書の写しを必ず添付すること。添付

がない場合は評価しない。

※経常建設共同企業体にあっては、全て
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の構成員について実績がある場合に限り

評価する。

評価項目 評価基準 評価点

災害工事功労表彰等の有無

「災害工事功労表彰」等の有無。 表彰あり ２

下館河川事務所が発注工事において平成 表彰なし ０

２８年度又は平成２９年度に受けた「災害

工事功労表彰」「難工事功労表彰」「工事

安全表彰」「工事功労者表彰」の有無を記

載する。

※表彰が確認できる表彰状の写しなどを

別途添付すること。

地理的条件 評価基準

各出張所管理区間までの直線距離が５０ｋ １０ｋｍ以内 １０

ｍ以下の市町村に建設業法に基づく本社 １０ｋｍを超え２０ｋｍ以内 ６

又は本店を有する。 ２０ｋｍを超え３０ｋｍ以内 ３

※５万分の１程度の地図に記入し別途添 ３０ｋｍを超え５０ｋｍ以内 ０

付すること。 ５０ｋｍ超え 欠格

評価項目 評価基準 評価点

災害時の事業継続力認定

申請書及び資料の提出期限時において、 認定あり ５

関東地方整備局が｢災害時の基礎的事業 認定なし ０

継続力を備えている建設会社｣として認定

した会社

※認定が確認できる認定書の写しを別途

添付すること。

※経常建設共同企業体にあっては、全て

の構成員について認定がある場合に限り

評価する。

６．協定期間及び協定社数

協定期間：平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで。

※協定締結日は平成３０年４月２日（月）とする。

協定社数：３０社程度とする。（各出張所４社程度）

７．申請書の交付及び提出

（１） 申請書等の交付

１）下館河川事務所のホームページにて交付する。

ＨＰアドレス ： http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/

２）交付期間 ： 平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月２２日（木）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）

３）上記１）による交付方法で入手ができない場合は、記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を下記（５）

問い合わせ先に持参することにより電子データを交付する。なお、この場合は、事前

に下記（５）問い合わせ先にその旨、連絡するものとする。

この場合の交付期間についても上記２）と同様とする。
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（２） 提出方法

提出方法は、郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る（下記（４）提出

期間内に必着）。また、持参による場合は下記（４）の受付時間内に限る。なお、ＦＡＸ、電

子メール等によるものは、受け付けない。

（３） 提出部数

１部（袋とじ、割印）、紙によるもの

（４） 提出期間および受付時間

平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月２２日（木）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着

（５） 提出場所及び問い合わせ先

〒３０８－０８４１ 茨城県筑西市二木成１７５３番地

国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 管理課

TEL ０２９６－２５－２１６９（直通）

８．申請書作成等に対する質問

（１） 問い合わせの方法

質問書類の様式は任意とし、書類を持参、郵送（書留に限る）、又はＦＡＸにより提出す

ること。

（２） 提出期間および受付時間

平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月１３日（火）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着

（３） 回答期間及び回答方法

１）回 答 方 法：下館河川事務所ホームページ及び各閲覧場所・掲示板にて回答する

２）回答予定日：平成３０年２月１６日（金）

※閲覧等は、８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）

（４） 提出場所及び問い合わせ先

〒３０８－０８４１ 茨城県筑西市二木成１７５３番地

国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 管理課

TEL ０２９６－２５－２１６９（直通）

FAX ０２９６－２５－２１７０（直通）

９．選定結果の通知等

（１） 申請書を審査の上、選定結果を申請者に郵送による書面にて通知する。なお、通知日

は平成３０年３月１４日（水）を予定している。

（２） 協定締結できる者の選定後、災害対策用機械等の派遣等に関する条項が含まれた協

定の締結についての意向確認をする場合がある。

１０．締結できない者に対する理由の説明等

（１） 上記９．において災害協定の締結ができないものとして通知を受けた者は、下館河川事

務所長に対して締結できない理由について、書面（任意様式）により説明を求めることが

できる。

（２） 提出方法 ： 持参及び郵送（書留に限る。）

※ＦＡＸによるものは受け付けない。

（３） 提出期限 ： 平成３０年３月１５日（木）～平成３０年３月２２日（木）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着

（４） 提出場所及び問い合わせ先
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上記８．（４）と同様

（５） 回答期限及び回答方法

平成３０年３月２７日（火）までに書面により回答する。

１１．災害協定の締結等

（１） 上記９．において災害協定を締結できる者として選定結果の通知を受けた者は、選定

結果の通知に添付されている協定書２通に押印し、その内の１通と別添の調査票を作成

し、合わせて返送するものとする。

（２） 提出期限 ： 平成３０年３月１５日（木）～平成３０年３月３０日（金）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着

（３） 提出場所及び問い合わせ先

上記８．（４）と同様

１２．その他

（１） 調査票作成等に用する費用は、提出者の負担とする。

（２） 本公告、協定書（案）、協定区間、申請書および調査票等の印刷物の請求には応じな

い。

（３） 提出する申請書、調査票は、当目的以外には使用することはない。

（４） 提出された申請書、調査票は返却しない。なお、差し替え・再提出は認めない。

（５） 本公告、協定書（案）、協定区間、申請書および調査票については、下記に示す当事務

所のホームページよりダウンロードしてください。

◆下館河川事務所ホームページアドレス http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/

◆掲示・閲覧場所、期間および閲覧時間

【掲示・閲覧場所】

・国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 閲覧コーナー掲示板及び各出張所 掲示板

下館河川事務所 （茨城県筑西市二木成 1753 ）
鎌庭出張所 （茨城県常総市新石下 1302 ）
伊讃出張所 （茨城県筑西市女方 173 ）
石井出張所 （栃木県宇都宮市石井町 2347 ）
氏家出張所 （栃木県さくら市大字大中 323-2 ）
藤代出張所 （茨城県取手市小浮気 144-1 ）
水海道出張所 （茨城県常総市水海道橋本町 3526-1 ）
黒子出張所 （茨城県筑西市大字井上 890-6 ）
真岡出張所 （栃木県真岡市田町 1518 ）

【閲覧期間および時間】

・掲示・閲覧場所とも下記のとおり

平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月２２日（木）

８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）

以 上
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【一般土木】申 請 書、調 査 票 の 提 出 に あ た っ て 

 

 

１.提出部数は１部、袋とじ、割印 

 

２.下記、全ての書類を綴じ込んで下さい。 

 

  編纂順序 様式－１ 

       様式２－１ 

       様式２－１の添付書類（保有先位置図、協定書又は契約書の写し、 

CORINS・工事成績評定通知書等の写し） 

       様式２－２ 

                様式２－２の添付書類（会社（本社・本店）から最寄りの直轄区間ま 

での地図） 

 

３.提出書類は、様式－１を１ﾍﾟｰｼﾞとした通し番号を付するとともに全ﾍﾟｰｼ数を表示 

すること（ﾍﾟｰｼﾞの例：P１／○～P○／○）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－１                                                    （用紙は A4 とする） 

 

協 定 参 加 申 請 書 

 

平成  年  月  日 

 

国土交通省関東地方整備局 

下 館 河 川 事 務 所 長 

         里 村  真 吾  様  

 

 

 

               住所 〒 

                                            

               代表者      

                                                 

                                                                   印 

 

 

 

 「災害時における河川災害応急復旧業務に関する協定【一般土木】」に参加したく申請い

たします。 

 

 

 

              担 当 者：  

 

               部 署： 

                     

                                  電話番号：  

                                             内線 

                        ＦＡＸ番号： 

メールアドレス： 

 

 

 

 

 

 



様式２－１                                                       （用紙は A4 とする） 

 

 

河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する調査票（１） 

                                     

                       会社名             

 

１．資機材 

 

項      目 

 

 

規 格 

 

 

数  量 

 

 

保有先住所 

 

 

 

資 

 

機 

 

材 

 

 バックホウ  （     ｍ３）           台  

 ブルドーザー  （     ｔ）           台  

 ダンプトラック  （     ｔ）           台  

 移動式クレーン  （    ｔ吊）           台  

 土砂           ｍ３  

 砕石・栗石            ｍ３  

 大型土嚢袋            袋  

 敷鉄板           枚  

※保有先を５万分１程度の地図に記入し添付してください。 

 

 

最寄りのリース会社 

会社名、住所、直線距離 リースできる機械 

 会社名 

 

 住 所 

 

 最寄りの直轄区間までの距離 

 

 

 

  （手配できる機械及び規格（バックホウ、ブルドーザ、

ダンプトラック、移動式クレーン）を記載） 

 

 

 

２．災害時における人員配置 

 

項     目 

配置できる 

人員 

 

適     用 

 

 

人

員 

 

 

自社技術者 

 

 

 

      人 

 

 

 

一級土木施工管理技士  人、二級土木施工管理技士  人、 

一級建設機械施工技士  人、二級建設機械施工技士  人 

技術士（建設部門、農業土木、森林土木、総合技術監理部門のいずれ

かの資格を有する者） 人 

自社作業員       人  

協力会社作業員       人  

※協力会社については、その証明ができる書面等を添付してください。 

 



３．災害時の協定締結状況 

協定・契約の別 期  間 協定・契約相手 

   

   

   

   

   

   

   

※通年的に協定または契約を特定機関と締結している場合に記載してください。 

※複数機関と締結している場合は、すべて記入してください。（当事務所分も含む） 

※協定書または契約書（特記仕様書を含む）の写しを提出してください（当事務所分は不用） 

 

 

 

４．当事務所発注工事の施工実績 

工事名 請負金額 工  期 施 工 場 所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※記載内容は、平成１４年度以降、下館河川（工事）事務所管内における工事で元請けとしての施工実

績（１０件を超える場合は、代表的なもの１０件）。 

 

 

 

５．当事務所発注維持修繕工事の施工実績 

工事名 請負金額 工  期 施 工 場 所 

    

    

※記載内容は、平成１４年度以降、下館河川（工事）事務所管内における維持修繕工事で元請けとして

の施工実績（２件を超える場合は、代表的なもの２件）。 

 

 

 

 

 

 



６．優良工事表彰の有無 
 
優良工事表彰の有無

 

  ※該当欄に○を記入 

優良工事表彰あり
 

 

 

 

優良工事表彰なし
 

 

 

 

 工事名称             工事（CORINS 登録番号       ） 

 工事成績評定          点 

 優良工事表彰     局長    事務所長  (平成  年  月  日) 

 発注機関名    国土交通省関東地方整備局       事務所 

 施工場所 

 

    

    ～    

 契約金額               円 

 工期  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

※記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、受

注者の確認ができる部分））の写しを提出すること。 

※優良工事表彰された工事であることを証明する表彰状等の写しを添付すること。 
 
７．「難工事指定工事」の施工実績 
 
難工事指定工事の施工実績

 

   ※該当欄に○を記入 

施工実績あり
 

 

 

 

施工実績なし
 

 

 

 

 工事名称             工事（CORINS 登録番号       ） 

 工事成績評定          点 

 発注機関名    国土交通省関東地方整備局     事務所 

 施工場所 

 

      

    ～    

 契約金額               円 

 工期  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

※記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、受

注者の確認ができる部分））の写しを提出すること。 

※公告文（「難工事指定」の試行対象工事である部分）の写しを提出すること。 

※当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。 
 

８．災害工事功労表彰等の有無 

 
下館河川事務所の発注工事において「災害工事功労表彰」「難工事功労表彰」「工事安全表彰」

「工事功労者表彰」の 

表彰あり 表彰なし 

  

※該当欄に○及び表彰年度を記入 

※表彰されたことを証明する表彰状等の写しを添付すること。 

 

９．災害時の事業継続力認定 

 関東地方整備局の「建設会社における災害時の事業継続力認定」に
 

 

認定あり 認定なし 

  

※該当欄に○を記入 

※認定されたことを証明する認定証の写しを添付すること。 



様式２－２                                                   （用紙は A4 とする） 

 

 

河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する調査票（２） 

           

                                        会社名   建設株式会社 

 

 

 ○希望する出張所（管理区間） 

希望の 

有無① 

出張所名 

（管理区間） 

最寄りの直轄区間 備考 

  距離（㎞）② 場  所  ③ 

 鎌 庭    

 伊 讃    

 石 井    

 氏 家    

 藤 代    

 水海道    

 黒 子    

 真 岡    

 

※①希望の有無は、協定を希望する出張所名に○印を付けて下さい(複数可)。 

    希望しない又は申請者の条件に適合しない場合は空白として下さい。 

 ②距離は、本社又は本店から最寄りの直轄管理区間の場所（③で記載）までの 

直線距離を記載して下さい。（５万分１程度の地図に記入し添付してください。） 

 ③場所は、本社又は本店から最寄りの直轄管理区間の場所（各出張所ごと）の 

住所又は施設名を記載して下さい。 

 

記載例：宇都宮市石井町道場宿 

    祝橋（国道１２５号） 、福岡堰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－１                                                    （用紙は A4 とする） 

 

協 定 参 加 申 請 書 

 

平成３０年○月○日 

 

国土交通省関東地方整備局 

下 館 河 川 事 務 所 長 

         里 村  真 吾  様  

 

 

 

               住所 〒○○○－○○○○ 

                                         ○○県○○市○○丁目○○番地○○号 

               代表者 ○○○○建設株式会社     

                                       代表取締役社長 

                                                ○ ○ ○ ○ 

 

  印 

 

 

 

 「災害時における河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する協定」に参加したく申請い

たします。 

 

 

 

                担 当 者：○ ○ ○ ○  

 

                 部 署：○○本社○○部○○課 

                     

                                      電話番号：○○－○○○○－○○○○  

                                                 内線○○○ 

ＦＡＸ番号：○○－○○○○－○○○○  

メールアドレス：○○＠○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 記入例   



 

様式２－１                                                       （用紙は A4とする） 

 

 

河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する調査票（１） 

                                     

                       会社名 ○○建設株式会社 

 

１．資機材 

 

項      目 

 

 

規 格 

 

 

数  量 

 

 

保有先住所 

 

 

 

資 

 

機 

 

材 

 

 バックホウ  （  ０．４５ｍ３）         １台 本社 

 ブルドーザー  （    4ｔ）         １台 本社 

 ダンプトラック  （   10ｔ）        ２台 本社 

 移動式クレーン  （   4.9ｔ吊）         １台 本社 

 土砂      1,000ｍ３ 資材置場(○○市○○町○○) 

 砕石・栗石        500ｍ３ 資材置場(○○市○○町○○) 

 大型土嚢袋         200 袋 資材置場(○○市○○町○○) 

 敷鉄板        100 枚 資材置場(○○市○○町○○) 

※保有先を５万分１程度の地図に記入し添付してください。 

 

 

最寄りのリース会社 

会社名、住所、直線距離 リースできる機械 

 会社名 ○○リース(株) 

 

 住 所 ▽▽市□□町○○ 

 

 最寄りの直轄区間までの距離 ○km 

バックホウ（0.7m3） 

ブルドーザ（15t） 

ダンプトラック（４ｔ） 

  移動式クレーン（１０ｔ吊） 

（手配できる機械及び規格（バックホウ、ブルドーザ、 

ダンプトラック、移動式クレーン）を記載） 

 

 

２．災害時における人員配置 

 

項     目 

配置できる 

人員 

 

適     用 

 

 

人

員 

 

 

自社技術者 

 

 

 

   １０人 

 

 

 

一級土木施工管理技士７人、二級土木施工管理技士３人、一級建設機

械施工技士０人、二級建設機械施工技士０人 

技術士（建設部門、農業土木、森林土木、総合技術監理部門のいずれ

かの資格を有する者）０人 

自社作業員    １０人  

協力会社作業員    １０人  

※協力会社については、その証明ができる書面等を添付してください。 

 記入例   



 

３．災害時の協定締結状況 

協定・契約の別 期  間 協定・契約相手 

協定 H27.1.15～H28.1.14 ○○県○○建設事務所  

協定 H26.10.1～H27.9.31 ○○市役所 

   

   

   

   

   

※通年的に協定または契約を特定機関と締結している場合に記載してください。 

※複数機関と締結している場合は、すべて記入してください。（当事務所分も含む） 

※協定書または契約書（特記仕様書を含む）の写しを提出してください（当事務所分は不用） 

 

 

 

４．当事務所発注工事の施工実績 

工事名 請負金額 工  期 施 工 場 所 

 ○○築堤工事 

 

63,000,000 

 

H25.11.1 

～H26.5.31 

○○県○○市○○地先 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※記載内容は、平成１４年度以降、下館河川（工事）事務所管内における工事で元請けとしての施工実

績（１０件を超える場合は、代表的なもの１０件）。 

 

 

 

５．当事務所発注維持修繕工事の施工実績 

工事名 請負金額 工  期 施 工 場 所 

○○維持除草工事 

 

73,500,000 

 

H23.4.1 

～H24.3.31 

○○出張所管内 

 

    

※記載内容は、平成１４年度以降、下館河川（工事）事務所管内における維持修繕工事で元請けとして

の施工実績（２件を超える場合は、代表的なもの２件）。 

 

 

 



６．優良工事表彰の有無 
 
優良工事表彰の有無

 

  ※該当欄に○を記入 

優良工事表彰あり
 

 

 

 

優良工事表彰なし
 

 

 

 

 工事名称         ○○低水護岸工事（CORINS 登録番号） 

 工事成績評定      ７８  点 

 優良工事表彰     局長    事務所長  (平成２６年 ７月２０日) 

 発注機関名    国土交通省関東地方整備局○○河川事務所 

 施工場所 

 

 ○○県 ○○市･郡 ○○町･村 ○○地先 

    ～ ○○県 ○○市･郡 ○○町･村 ○○地先 

 契約金額     ７８，７５０，０００ 円 

 工期  平成 ２８年 １０月 ３０日 ～ 平成 ２９年  ３月 ３１日 

※記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、受注

者の確認ができる部分））の写しを提出すること。 

※優良工事表彰された工事であることを証明する表彰状等の写しを添付すること。 
 
７．「難工事指定工事」の施工実績 
 
難工事指定工事の施工実績

 

   ※該当欄に○を記入 

施工実績あり
 

 

 

 

施工実績なし
 

 

 

 

 工事名称      ○○管内維持除草工事（CORINS 登録番号） 

 工事成績評定        ７３  点 

 発注機関名    国土交通省関東地方整備局○○河川事務所 

 施工場所 

 

 ○○県 ○○市･郡 ○○町･村 ○○地先 

    ～ ○○県 ○○市･郡 ○○町･村 ○○地先 

 契約金額       ８４，０００，０００ 円 

 工期  平成 ２８年 ４月 ２６日 ～ 平成 ２９年  ３月 ３１日 

※記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、受

注者の確認ができる部分））の写しを提出すること。 

※公告文（「難工事指定」の試行対象工事である部分）の写しを提出すること。 

※当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。 
 

８．災害工事功労表彰等の有無 

 
下館河川事務所の発注工事において「災害工事功労表彰」「難工事功労表彰」「工事安全表彰」

「工事功労者表彰」の 

表彰あり 表彰なし 

                     ○（Ｈ２５） 

※該当欄に○及び表彰年度を記入 

※表彰されたことを証明する表彰状等の写しを添付すること。 

 

９．災害時の事業継続力認定 

 関東地方整備局の「建設会社における災害時の事業継続力認定」に
 

 

認定あり 認定なし 

                     ○ 

※該当欄に○を記入 

※認定されたことを証明する認定証の写しを添付すること。 



様式２－２                                                   （用紙は A4 とする） 

 

 

河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する調査票（２） 

           

                                        会社名 ○○建設株式会社 

 

 

 ○希望する出張所（管理区間） 

希望の 

有無① 

出張所名 

（管理区間） 

最寄りの直轄区間 備考 

  距離（㎞）② 場  所  ③ 

    ○ 鎌 庭        ５．３  鬼怒川橋（国道１２５号）  

    ○ 伊 讃        ３．８  駒城橋  

 石 井    

 氏 家    

 藤 代    

 水海道    

    ○ 黒 子        ３．８  筑西市西保末地先  

 真 岡    

 

※①希望の有無は、協定を希望する出張所名に○印を付けて下さい(複数可)。 

    希望しない又は申請者の条件に適合しない場合は空白として下さい。 

 ②距離は、本社又は本店から最寄りの直轄管理区間の場所（③で記載）までの直線距 

離を記載して下さい。（５万分１程度の地図に記入し添付してください。） 

 ③場所は、本社又は本店から最寄りの直轄管理区間の場所（各出張所ごと）の住所又 

は施設名を記載して下さい。 

 

記載例：宇都宮市石井町道場宿 

    祝橋（国道１２５号） 、福岡堰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記入例   



（案） 

災害時における河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する協定書 

 

 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所長 里村真吾（以下「甲」という。）と、

株式会社○○○○代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）とは、洪水・地震等

で発生した災害時（以下「災害」という。）における河川応急復旧業務【一般土木】

（以下「業務」という。）の実施に関し、次のとおり協定する。 

 

  （目的） 

第１条  この協定は下館河川事務所（以下「事務所」という。）が管理する河川施

設等（以下「河川」という。）において発生した災害の応急復旧に関し、こ

れに必要な建設機械、資材、労力等（以下「建設資機材等」という。）につ

いて、甲乙双方がその確保及び動員の方法を定め、もって災害の拡大防止と

被害施設の早期復旧について、その円滑な運営を期することを目的とする。 

 

    （業務の範囲） 

第２条  洪水、地震、水質事故等の緊急時の作業とする。 

 

  （業務の実施区間） 

第３条  業務の実施区間は、別紙の事務所直轄管理区間(○○出張所管内)とその付

近とする。 

 

  （業務の指示） 

第４条  業務の指示は、甲または第３条に定める区間を担当する事務所職員等（以

下「職員等」という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。 

 

  （業務の実施体制） 

第５条 甲は、河川に災害が発生し必要と認めるときは、被害状況に応じて書面又は

電話等の方法により乙に出動を要請するものとする。 

２．乙は、要請を受けた場合、直ちに被災状況を把握し、書面又は電話等の方法

により職員等に報告し、甲又は職員等の指示による当該被害の応急復旧業務を

実施するものとする。 

３．乙は、要請を受け業務を実施する場合、速やかに現場責任者（二級土木施工

管理技士以上の資格を有する者）を定め、書面又は電話等の方法により職員等



に報告するものとする。 

 

（業務の完了） 

第６条 第５条第３項で定めた現場責任者は業務を完了したとき電話等の方法により、

直ちに職員等へその旨を報告するものとする。 

 

  （業務の実施報告） 

第７条 乙は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業完了時刻及び使用した建

設資機材等を速やかに書面（様式－１）にて職員等に報告するものとする。 

 

  （契約の締結） 

第８条 甲は第５条第１項により乙に出動を要請したときは、遅滞なく随意契約を締

結するものとする。なお乙は随意契約の締結にあたり､法定外労働災害補償制

度に加入しているものとする。 

 

  （建設資機材等の報告、提出） 

第９条 乙は予め災害に備え第５条第２項の業務に際し使用可能な建設資機材等の数

量を把握し、甲に書面により報告するものとする。 

２．乙は前項で報告した内容に著しい変更を生じたとき、または建設資機材等の

現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料を甲に提出する

ものとする。 

３．甲は、甲が保有する建設資機材について、予め書面により通知するものとす

る。 

 

（建設資機材等の提供） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に基づく災害の応急復旧に関しそれぞれからの要請

があったときは、特別な理由がない限り相互に建設資機材等を提供するもの

とする。 

 

（業務の特例） 

第１１条 乙は、甲が特に必要として第３条に規定する以外の区間に出動を要請した

ときは、原則としてこれに応ずるものとする。 

 

 



（費用の請求） 

第１２条 乙は、業務完了後当該業務に要した費用を第８条により締結した契約に基

づき甲に請求するものとする。 

 

（費用の支払） 

第１３条 甲は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を精査し、第８条

により締結した契約に基づき費用を支払うものとする。 

 

（損害の負担） 

第１４条 業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に期さない理由により第三者に損害を

およぼしたとき、または建設資機材等に損害が生じたときは、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

（法定外労働災害補償制度への加入） 

第１５条 災害協定に基づき請負契約を取り交わす時点において、乙は法定外労働災

害補償制度に加入していなければならない。この際、当該法定外労働災害補

償制度は、元請け・下請を問わず補償できる保険であるものとする。 

なお、請負契約の条件となる法定外労働災害補償制度は、工事現場単位で

随時加入する方式または直前１年間の完成工事高により掛け金を算出し保険

期間内の工事を保険対象とする方式のいずれの方式であってもよいものとす

る。 

 

  （有効期限及び効力） 

第１６条 この協定の有効期限は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

とする。 

 ただし、乙が取引停止の事実や不渡りの情報、会社更生法・民事再生法の

申請等が有った場合、甲は書面による通告をもって協定解除を行うことがで

きるものとする。 

２．乙が関東地方整備局長から「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名

停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日 建設省厚第９１号）」に基づく

指名停止期間中は、当該協定を適用しない。 

  ただし、予め関東地方整備局長の承認を受けた場合は、この限りではない。 

３．乙が関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における一般競争（指名競

争）入札参加資格業者のうち、一般土木及び維持修繕に登録されていない場



合はこの協定を適用しない。 

 

  （研修等への参加） 

第１７条 甲が業務遂行上必要と認められる訓練・研修等に関し、乙の参加を要請す

ることができるものとする。 

 

（協定の解除） 

第１８条 甲は、乙に対して本協定を締結するのが著しく不当と認められる

場 合 、 又 は 乙 が 甲 に 対 し て 協 定 締 結 の 解 除 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 は 、

甲乙協議のうえ、協定締結を解除することができる。  

 

（協議） 

第１９条 この協定に定めない事項または疑義が生じた事項については、その都度甲

乙双方が協議して定めるものとする。 

 

（雑則） 

第２０条 この協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ各自１通を保

有する。 

 

 

 

                                           平成３０年 ４月 ２日 

 

     甲 国土交通省 関東地方整備局 

                         下館河川事務所長  里村 真吾 

 

          乙 住   所 

氏   名 



（案） 

災害時における河川災害応急復旧業務【一般土木】に関する協定書 

 

 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所長 里村真吾（以下「甲」という。）と、

株式会社○○○○代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）とは、洪水・地震等

で発生した災害時（以下「災害」という。）における河川応急復旧業務【一般土木】

（以下「業務」という。）の実施に関し、次のとおり協定する。 

 

  （目的） 

第１条  この協定は下館河川事務所（以下「事務所」という。）が管理する河川施

設等（以下「河川」という。）において発生した災害の応急復旧に関し、こ

れに必要な建設機械、資材、労力等（以下「建設資機材等」という。）につ

いて、甲乙双方がその確保及び動員の方法を定め、もって災害の拡大防止と

被害施設の早期復旧について、その円滑な運営を期することを目的とする。 

 

    （業務の範囲） 

第２条  洪水、地震、水質事故等の緊急時の作業とする。 

 

  （業務の実施区間） 

第３条 業務の実施区間は、別紙の事務所直轄管理区間(○○出張所管内)とその付近

とする。 

２．災害対策用機械の運搬・展開補助の実施区間は、事務所直轄管理区間とする。 

 

  （業務の指示） 

第３条  業務の指示は、甲または第３条に定める区間を担当する事務所職員等（以

下「職員等」という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。 

 

  （業務の実施体制） 

第５条 甲は、河川に災害が発生し必要と認めるときは、被害状況に応じて書面又は

電話等の方法により乙に出動を要請するものとする。 

２．乙は、要請を受けた場合、直ちに被災状況を把握し、書面又は電話等の方法

により職員等に報告し、甲又は出張所長の指示による当該被害の応急復旧業務

を実施するものとする。 

３．乙は、要請を受け業務を実施する場合、速やかに現場責任者（二級土木施工

管理技士以上の資格を有する者）を定め、書面又は電話等の方法により職員等

に報告するものとする。 

４．乙は、災害対策用機械の運搬・展開補助の要請を受けた場合、直ちに書面又

は電話等の方法により作業員の数を出張所長に報告し、甲又は職員等の指示に



より当該被害箇所への運搬・展開補助を実施するものとする。 

 

（業務の完了） 

第６条 第５条第３項で定めた現場責任者は業務を完了したとき電話等の方法により、

直ちに職員等へその旨を報告するものとする。 

 

  （業務の実施報告） 

第７条 乙は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業完了時刻及び使用した建

設資機材等を速やかに書面（様式－１）にて職員等に報告するものとする。 

 

  （契約の締結） 

第８条 甲は第５条第１項により乙に出動を要請したときは、遅滞なく随意契約を締

結するものとする。なお乙は随意契約の締結にあたり､法定外労働災害補償制

度に加入しているものとする。 

 

  （建設資機材等の報告、提出） 

第９条 乙は予め災害に備え第５条第２項の業務に際し使用可能な建設資機材等の数

量を把握し、甲に書面により報告するものとする。 

２．乙は前項で報告した内容に著しい変更を生じたとき、または建設資機材等の

現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料を甲に提出する

ものとする。 

３．甲は、甲が保有する建設資機材について、予め書面により通知するものとす

る。 

 

（災害対策用機械作業員数の報告） 

第１０条  乙は予め災害対策用機械（排水ポンプ車、照明車）の運搬・展開補助を行

う作業員の数を把握し、甲へ書面により報告するものとする。 

 

（建設資機材等の提供） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に基づく災害の応急復旧に関しそれぞれからの要請

があったときは、特別な理由がない限り相互に建設資機材等を提供するもの

とする。 

 

（業務の特例） 

第１２条 乙は、甲が特に必要として第３条に規定する以外の区間に出動を要請した

ときは、原則としてこれに応ずるものとする。 

 

 



（費用の請求） 

第１３条 乙は、業務完了後当該業務に要した費用を第８条により締結した契約に基

づき甲に請求するものとする。 

 

（費用の支払） 

第１４条 甲は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を精査し、第８条

により締結した契約に基づき費用を支払うものとする。 

 

（損害の負担） 

第１５条 業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に期さない理由により第三者に損害を

およぼしたとき、または建設資機材等に損害が生じたときは、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

（法定外労働災害補償制度への加入） 

第１６条 災害協定に基づき請負契約を取り交わす時点において、乙は法定外労働災

害補償制度に加入していなければならない。この際、当該法定外労働災害補

償制度は、元請け・下請を問わず補償できる保険であるものとする。 

なお、請負契約の条件となる法定外労働災害補償制度は、工事現場単位で

随時加入する方式または直前１年間の完成工事高により掛け金を算出し保険

期間内の工事を保険対象とする方式のいずれの方式であってもよいものとす

る。 

 

  （有効期限及び効力） 

第１７条 この協定の有効期限は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

とする。 

 ただし、乙が取引停止の事実や不渡りの情報、会社更生法・民事再生法の

申請等が有った場合、甲は書面による通告をもって協定解除を行うことがで

きるものとする。 

２．乙が関東地方整備局長から「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名

停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日 建設省厚第９１号）」に基づく

指名停止期間中は、当該協定を適用しない。 

  ただし、予め関東地方整備局長の承認を受けた場合は、この限りではない。 

３．乙が関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における一般競争（指名競

争）入札参加資格業者のうち、一般土木及び維持修繕に登録されていない場

合はこの協定を適用しない。 

 

  （研修等への参加） 

第１８条 甲が業務遂行上必要と認められる訓練・研修等に関し、乙の参加を要請す



ることができるものとする。 

２．乙は、災害対策用機械の運搬・展開補助を円滑に行うために甲が実施す

る操作訓練に参加しなければならない。 

 

  （協定の解除）  

第１９条 甲は、乙に対して本協定を締結するのが著しく不当と認められる

場合、又は乙が甲に対して協定締結の解除の申し出があった場合は

甲乙協議のうえ、協定締結を解除することができる。  

 

（協議） 

第２０条 この協定に定めない事項または疑義が生じた事項については、その都度甲

乙双方が協議して定めるものとする。 

 

（雑則） 

第２１条 この協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ各自１通を保

有する。 

 

 

 

                                           平成３０年 ４月 ２日 

 

     甲 国土交通省 関東地方整備局 

                         下館河川事務所長  里村 真吾 

 

          乙 住   所 

       氏   名 

 


